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１ 業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その

他当社の業務ならびに当社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するための体制の整備についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令およ
び定款に適合することを確保するための体制ならびに効率的に行われ
ることを確保するための体制

当社および当社子会社は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、「正
栄グループ行動規範」、「コンプライアンス基本規程」や関連規程を制定して、法令
および定款を遵守して業務を適正に遂行する体制を整備し、実施しております。ま
た、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定め
る監査方針に従い、監査役は、取締役会および社内の重要会議に出席し、取締役の
職務執行状況を常に把握する体制を整備しております。コーポレート・ガバナンス
強化の観点から、取締役会の任意の諮問委員会として、社外取締役を委員長とし、
代表取締役および社外取締役で構成する「ガバナンス委員会」を設置しております。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、「文書保存・処分取扱規程」、「電子機密情報取扱規程」を整備し、当社お

よび当社子会社の経営管理および業務執行に係る重要な文書、記録を適切に保存、
管理する体制を構築しております。

（3）当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社および当社子会社は、経営の遂行を阻害するリスクについて、リスク管理を

担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、「リスク管理規程」に基づく個々の
管理責任者を決定し、適切な管理体制を構築しております。また、リスク管理を組
織的に行い、当社および当社子会社における緊急事態による発生被害を最小限に止
める体制を整備しております。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社における取締役会の決定に基づく職務の執行は、「業務分掌規程」および「職
務権限規程」において、それぞれの責任者が権限、執行手続の定めにより、適切に
行われる体制を整備しております。また、定例の取締役会を月１回開催するほか、
役付役員で構成する常務会ならびに経営会議により、経営の基本方針およびその他
重要事項の総合調整と業務執行の意思統一を図っております。

（5）当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正と効率を確保する
ための体制、当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に
関する体制

当社および当社子会社は、「関係会社管理規程」および関連諸規程により、当社お
よび当社子会社の業務の適正と効率を確保するための体制および子会社の重要な業
務執行の報告体制を整備しております。また、社長直轄の組織である内部監査室が、
当社および当社子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を検証して、
財務報告の信頼性を確保するための評価および報告を行っております。

（6）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使
用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性および当該使用人
に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役は、当社の使用人から補助使用人の任命を求めることができるものとし、
任命された使用人への指揮命令権は監査役に委譲し、当該使用人の任命、異動、評
価等の人事に係る決定は監査役の同意を得て行うものとして「監査役監査基準」に
規定しております。

2025年12月23日 16時38分 $FOLDER; 3ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



3

（7）当社および当社子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制お
よびその他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利
な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役は、取締役会および社内の重要な会議を通じて、意思決定の過程および職
務の執行状況を聴取し、また、その他の監査役への報告は、当社および当社子会社
の取締役および使用人が定期報告、重要書類の回付等により、業務執行の状況を報
告しております。また、当社および当社子会社の取締役および使用人は、直接監査
役に報告する体制を構築しており、会社は、内部通報者が不利益な取り扱いを受け
ないよう内部通報制度運用規程等の社内規程で定めております。監査役の職務執行
について生じる費用の前払または償還の手続、その他の当該職務の執行について生
ずる費用または債務の処理については、当該監査役の職務の執行に必要でないもの
と認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとします。

（8）監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社および当社子会社の代表取締役および取締役は、監査役監査の重要性と有用

性を認識し、定期的に意見交換を行い、監査業務に積極的に協力するとともに、内
部監査室は、監査役との間で、定期的に会合を持ち、内部監査結果について協議お
よび意見交換を行っております。

（9）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
当社および当社子会社は、コンプライアンス意識の向上のために、行動規範を定

めております。その中で「反社会的勢力との関係を一切遮断する」旨が定められて
おり、当社および当社子会社における方針として「反社会的勢力に対する基本方針」
を定めております。当社および当社子会社における反社会的勢力排除のための体制
としましては、「反社会的勢力排除規程」や「反社会的勢力排除調査要領」を制定
し、所管部署は人事総務部として、運用を行っております。具体的には、新規取引
先については、独自のデータベースを持つ外部機関を利用し、事前にチェックを行
っております。既存取引先についても、毎年定期調査を行っております。また、取
引先との間で締結する取引基本契約書では、取引先が反社会的勢力であることが判
明した場合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。取
引先以外にも、役員、幹部従業員、主要株主等に対し定期的に関係の有無に関する
調査を行っております。また、反社会的勢力による脅威や不当な請求に対しては、
警察等の行政機関や顧問弁護士との緊密な連携をとり、速やかに対応する体制を整
備しております。
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２ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、

体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運
用状況の概要は、次のとおりです。

（1）コンプライアンスに対する取り組みの状況
「正栄グループ行動規範」、「コンプライアンス基本規程」やその他の社内規則・規
程は、常に社内で閲覧可能な状態にあり、法令を遵守した適正な業務活動を行うよ
う、新入社員研修や全国営業会議、その他の重要会議等の機会あるごとに経営層に
よる教育指導等を実施いたしました。さらに、新入社員向けのインサイダー取引防
止のための研修会を開催したほか、コンプライアンス意識向上のためDVDや動画を
利用した研修を実施しております。また、コンプライアンス委員会を開催し当社お
よび当社子会社の法規制への対応状況等について確認し、取締役会でも行動規範遵
守状況やコンプライアンス委員会での審議内容を報告しております。また、監査役
および内部監査室が、それぞれの観点から監査を実施しコンプライアンスの強化を
図っております。反社会的勢力排除のための既存取引先等に対する定期チェックお
よび新規取引開始時のチェックについても、規程に従い確実に実施しております。
コーポレート・ガバナンス強化の観点から、取締役会の任意の諮問委員会として、
社外取締役を委員長とし、代表取締役および社外取締役で構成する「ガバナンス委
員会」を設置しており、コーポレート・ガバナンス、役員報酬制度、後継者育成計
画等について議論しております。
（2）業務執行の適正および効率性の確保に対する取り組みの状況
取締役の職務の執行が適正および効率的に行われることを確保するため、定時取

締役会を13回、これとは別に会社法第370条および当社定款第27条の規定に基づき
取締役会があったものとみなす書面決議を１回、常務会を24回開催し、取締役会規
程・常務会規程に定められた重要項目について確認・決定いたしました。当社の各
部および子会社の経営報告会を毎月開催し、経営状況を適切に把握すると同時に、
日常の職務遂行に際しましては、「業務分掌規程」および「職務権限規程」に従い、
各部門長が効率的に実施いたしました。
当社および当社子会社のリスク管理におきましては、「リスク管理規程」に基づき

各分野でのリスクや課題を認識し、それぞれの課題に対応した軽減策を策定し、実
施しております。また、この結果については、リスク管理委員会にて報告・検討し
たほか、取締役会でもリスク管理委員会での審議内容を報告しております。
監査役は、取締役会、常務会など重要な会議に出席するとともに、監査役会を14回
開催し、取締役の職務執行状況についてモニタリングを行いました。
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連結株主資本等変動計算書（2024年11月１日から2025年10月31日まで） 単位：千円（未満切捨）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 3,379,736 3,066,303 41,686,809 △873,762 47,259,088
当期変動額
剰余金の配当 △926,787 △926,787
親会社株主に帰属
する当期純利益 3,035,838 3,035,838

自己株式の取得 △1,123,015 △1,123,015
自己株式の処分 2,671 20,722 23,394
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計 − 2,671 2,109,050 △1,102,292 1,009,429
当期末残高 3,379,736 3,068,975 43,795,860 △1,976,054 48,268,517

その他の包括利益累計額
非支配
株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 2,216,830 218,754 3,412,178 62,910 5,910,673 999,627 54,169,389
当期変動額
剰余金の配当 △926,787
親会社株主に帰属
する当期純利益 3,035,838

自己株式の取得 △1,123,015
自己株式の処分 23,394
株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

68,534 61,226 539,143 △19,969 648,934 103,462 752,397

当期変動額合計 68,534 61,226 539,143 △19,969 648,934 103,462 1,761,827
当期末残高 2,285,364 279,981 3,951,322 42,940 6,559,608 1,103,090 55,931,216
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 9社

連結子会社の名称 （国内）筑波乳業株式会社、株式会社京まろん、株式会
社ロビニア、株式会社正栄デリシィ

（海外） ShoEi Foods(U.S.A.),Inc.、青島秀愛食品有限
公司、延吉秀愛食品有限公司、上海秀愛国際貿
易有限公司、香港正栄国際貿易有限公司

（2）非連結子会社の数 ３社
主要な非連結子会社の名称 （国内）近藤製粉株式会社
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社３社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類
に重要な影響をおよぼしていないため、連結の範囲から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した非連結子会社の数 ３社
主要な会社等の名称 （国内）近藤製粉株式会社

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会 社 名 決 算 日
筑波乳業株式会社 ３月31日 ＊1
ShoEi Foods(U.S.A.),Inc. ９月30日 ＊2
青島秀愛食品有限公司 12月31日 ＊1
延吉秀愛食品有限公司 12月31日 ＊1
上海秀愛国際貿易有限公司 12月31日 ＊1
香港正栄国際貿易有限公司 12月31日 ＊1
＊1 2025年９月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
＊2 連結決算日との差異が３ヵ月を超えないので、連結子会社の事業年度に係る計算書類を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法
① 有価証券

その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの………時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等……………………主として移動平均法による原価法
② デリバティブ…………………………………時価法
③ 棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）
（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社および国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しており
ます。（ただし、当社および国内連結子会社は1998年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物は
定額法によっております。）

主な耐用年数 建物及び構築物 5〜50年
機械装置及び運搬具 2〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）………定額法
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金………役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に
基づき計上しております。
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④ 役員退職慰労引当金………連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、
役員退職慰労金規程（内規）に基づく当連結会計年度末要支給
額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させ
る方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（主として５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係

る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
（5）重要な収益および費用の計上基準

当社グループの事業は、原料乳製品・油脂類、製菓原材料類、乾果実・ナッツ類、缶詰
類、菓子・リテール商品類などの販売を行っております。
国内顧客への商品販売については、顧客との販売契約に基づき検収時点において充足され

る履行義務と判断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、出荷時から当該商品の
支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため出荷した時点で収益を認識して
おります。
海外顧客への商品販売については、船積み時点において充足される履行義務と判断し、当

該時点で収益を認識しております。
顧客との約束が財またはサービスの提供を他の当事者によって提供されるように手配する

履行義務であると判断される取引については、当社グループの役割が代理人に該当するた
め、純額で収益を認識しております。
有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から、リベート等を控除した金額で認

識しております。
なお、取引の対価は、収益を認識後１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれて

おりません。
（6）重要な外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債、収益および費用は、在外
子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定に含めております。
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（7）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債
務等については、振当処理を行っており、金利スワップについて特例処理の条件を充たし
ている場合には特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 …………… 外貨建債権債務および外貨建予定取引
金利スワップ …………… 借入金の利息

③ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、ヘッジ手段を

利用する方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法

毎月末において、ヘッジ手段の残高とヘッジ対象である現在所有もしくは将来取得が確
実に予定されている取引の外貨建債権債務の残高の対応関係について、当社の経理部にお
いて把握し、管理しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しており

ます。
（8）その他連結計算書類作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更に関する注記）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号2022年10月28
日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用しておりま
す。法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、
2022年改正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱いおよび「税効果会計に係
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号2022年10月28日。以下「2022年
改正適用指針」という。）第65-２項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりま
す。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
また、連結会社間における子会社株式等の売却に伴い生じた売却損益を税務上繰り延べる

場合の連結計算書類における取扱いの見直しに関連する改正については、2022年改正適用
指針を当連結会計年度の期首から適用しております。当該会計方針の変更は、遡及適用され
ております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適
用）
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務
対応報告第46号2024年３月22日）を当連結会計年度の期首から適用しております。なお、
これによる連結計算書類への影響はありません。

（重要な会計上の見積りに関する注記）
（棚卸資産の評価）
（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当連結会計年度

商品及び製品 23,373,545
仕掛品 1,205,859
原材料及び貯蔵品 4,073,590

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
棚卸資産は、取得原価で測定しておりますが、期末における正味売却価額が取得原価より
も下落している場合には、当該正味売却価額で測定し、取得原価との差額は当連結会計年度
の費用として処理しております。また、営業循環過程から外れた滞留または処分見込等の棚
卸資産については、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法によっております。翌連結
会計年度の連結計算書類において、市場環境により正味売却価額等が著しく下落した場合に
は、損失が発生する可能性があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保資産および担保付債務

担保に供している資産は次のとおりです。
建物及び構築物 486,227千円
土 地 141,940千円

計 628,167千円
上記に対応する債務は次のとおりです。

短期借入金 550,000千円
１年内返済予定の長期借入金 117,616千円
長期借入金 119,115千円

計 786,731千円
なお、上記のほかに投資有価証券110,705千円については、取引保証として担保に供して

おります。
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2. 有形固定資産の減価償却累計額 42,199,087千円
（連結損益計算書に関する注記）
減損損失
当連結会計年度において下記の資産について減損損失を計上しております。

場 所 主な用途 種 類 減 損 損 失

東京都台東区 新基幹システム導入 ソフトウェア仮勘定 144,830千円

（1）経緯
当社の現在使用している社内基幹システムに変わる新基幹システムの開発を進めており
ました。
しかし、無形固定資産に計上しておりますソフトウェア仮勘定について将来の開発計画
を見直した結果、遊休資産となった部分について減損損失を計上しております。

（2）グルーピングの方法
当社グループは商品別の事業部門かつ工場別を基本に区分し、賃貸用不動産については、
個々の物件を単位としております。なお、将来の使用が認められない遊休資産について
は、個別の資産単位でグルーピングしております。
また、本社設備、ソフトウェアおよびソフトウェア仮勘定等については、共用資産とし
ております。

（3）回収可能価額の算定方法
当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに
基づく回収可能額は零と算定しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度末日における発行済株式の種類および総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
（千株）

増 加
（千株）

減 少
（千株）

当連結会計年度末
（千株）

普通株式 17,100 − − 17,100

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（1）2025年１月30日開催の定時株主総会において次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 421,185千円
１株当たり配当額 25円
基準日 2024年10月31日
効力発生日 2025年 １月31日
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（2）2025年６月13日開催の取締役会において次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 505,602千円
１株当たり配当額 30円
基準日 2025年 ４月30日
効力発生日 2025年 ７月10日

3. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の
2026年１月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のと

おり提案しております。
配当金の総額 497,201千円
配当原資 利益剰余金
１株当たり配当額 30円
基準日 2025年10月31日
効力発生日 2026年 １月30日

（退職給付に関する注記）
1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を設け、連結子会社３社は、確定拠
出企業年金制度を設けており、その他の国内連結子会社は退職一時金制度を設けております。
なお、退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債および退職給付費用を計算して

おります。
2. 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

退職給付債務の期首残高 1,831,569千円
勤務費用 147,263千円
利息費用 21,796千円
数理計算上の差異の発生額 △25,034千円
退職給付の支払額 △145,161千円

退職給付債務の期末残高 1,830,432千円
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（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 1,718,142千円
期待運用収益 21,480千円
数理計算上の差異の発生額 △44,591千円
事業主からの拠出額 172,739千円
退職給付の支払額 △145,161千円

年金資産の期末残高 1,722,609千円
（3）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 577,829千円
退職給付費用 49,209千円
退職給付の支払額 △66,764千円

退職給付に係る負債の期末残高 560,274千円
（4）退職給付債務および年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負

債および退職給付に係る資産の調整表
積立型制度の退職給付債務 1,830,432千円
年金資産 △1,722,609千円

107,823千円
非積立型制度の退職給付債務 560,274千円
退職給付に係る負債 668,097千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 668,097千円

（5）退職給付費用およびその内訳項目の金額
勤務費用 147,263千円
利息費用 21,796千円
期待運用収益 △21,480千円
数理計算上の差異の費用処理額 △10,606千円
簡便法で計算した退職給付費用 49,209千円
確定給付制度に係る退職給付費用 186,181千円

（6）退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
数理計算上の差異 △27,962千円
合計 △27,962千円
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（7）退職給付に係る調整累計額
未認識数理計算上の差異 62,686千円
合計 62,686千円

（8）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
生命保険一般勘定 99％
その他 1％

② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の分

配と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を
考慮しております。

（9）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 1.19％
長期期待運用収益率 1.25％
予想昇給率 2.36％

3. 確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、111,700千円でありました。
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（税効果会計に関する注記）
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

賞与引当金 343,015千円
未払金 250,687千円
退職給付に係る負債 230,620千円
繰越欠損金 201,084千円
システム開発費用 190,819千円
棚卸資産の未実現利益 119,662千円
未払事業税 75,350千円
未払賞与分社会保険料 56,884千円
減損損失 45,621千円
役員退職慰労引当金 24,145千円
その他 143,584千円

繰延税金資産小計 1,681,477千円
評価性引当額（注） △294,715千円
繰延税金資産合計 1,386,761千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △1,048,077千円
減価償却費 △181,782千円
繰延ヘッジ損益 △123,449千円
固定資産圧縮積立金 △18,571千円
その他 △14,652千円

繰延税金負債合計 △1,386,534千円
繰延税金資産の純額 226千円

繰延税金資産の純額は連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
固定資産 繰延税金資産 217,399千円
固定負債 繰延税金負債 217,172千円

（注）評価性引当額が6,241千円減少しております。この減少の主な内容は、繰越欠損金が減少したことによ
るものであります。
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率 30.6％
（調整）
親子間税率差異 △0.6％
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.2％
特別控除 △2.2％
住民税均等割 0.4％
評価性引当額の増減 △0.2％
その他 0.5％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.7％

3. 法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社及び一部の国内連結子会社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制

度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８
月12日）に従って、法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計
の会計処理ならびに開示を行っております。

4. 法人税の税率変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会

で成立し、2026年4月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われ
ることとなりました。
これに伴い、2026年11月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等

に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に
変更し計算しております。
なお、この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資は流動性の高い金融商品で運用し、投機的な取引は行わな
い方針であります。

（2）金融商品の内容およびそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海

外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりま
す。投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒
されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが２ヵ月以内の支払期日でありま

す。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予
約を利用してヘッジしております。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的とし
たものであり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支
払利息の固定化を実施しております。未払金、未払法人税等は、そのほとんどが１年以内の
支払期日であります。デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに
対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘ
ッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の
「会計方針に関する事項」の「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、「販売管理規程」に従い、取引相手ごとに期日および残高を管理
して回収遅延や貸倒れの未然防止を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券の上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
資金管理担当部門が資金繰表を作成するとともに、手許流動性の維持などにより流動性

リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算
定された価額が含まれております。当該時価の算定においては変動要因を織り込んでいるた
め、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2025年10月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、

次のとおりであります。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券
その他有価証券（※3） 4,489,595 4,489,595 −

資産計 4,489,595 4,489,595 −
長期借入金
a １年内返済予定の長期借入金 2,837,616

8,174,470 △112,260
b 長期借入金 5,449,115

負債計 8,286,731 8,174,470 △112,260
デリバティブ取引（※2） 403,431 403,431 −

（注）※1．現金及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金については、短期間で決済されるため、
時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

※2．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
※3．市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照
表計上額は次のとおりであります。

（単位：千円）
区分 連結貸借対照表計上額

非上場株式 17,819
関係会社株式 185,795

3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下

の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格によ
り算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以
外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

2025年12月23日 16時38分 $FOLDER; 19ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



19

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ
ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を
分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券
その他有価証券
株式

4,489,595 − − 4,489,595

デリバティブ取引 − 403,431 − 403,431
資産計 4,489,595 403,431 − 4,893,027

② 時価で連結貸借対照表に計上していない金融商品
（単位：千円）

区分 時価
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金(１年以内に返済
予定のものを含む) − 8,174,470 − 8,174,470

負債計 − 8,174,470 − 8,174,470

（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
1．投資有価証券

上場会社は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル1の時価に分類しております。

2．デリバティブ取引
デリバティブ取引については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しており、レ

ベル2の時価に分類しております。
3．長期借入金

長期借入金については、元利金の合計を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引い
た現在価値によって算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社グループは製菓原材料等の加工食品やナッツ・ドライフルーツの生産・販売を基礎とした

地域別のセグメントから構成されており、顧客との契約から生じる収益を国別に分解した情報
は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
報告セグメント

日本 米国 中国 計

売上高
顧客との契約から生じる収益 108,371,974 6,547,088 9,969,446 124,888,510
その他の収益（注） 9,325 − − 9,325
外部顧客への売上高 108,381,300 6,547,088 9,969,446 124,897,835

（注）その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」の範囲に含まれる不動産賃貸料収入であります。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結計算書類の作成

のための基本となる重要な事項に関する注記等）4.会計方針に関する事項（5）重要な収益
および費用の計上基準」に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約から生じる当期および翌期以降の収益の金額を理解するための情報
残存履行義務に配分した取引価格
当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な取引がないた

め、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 3,308円20銭
2. １株当たり当期純利益 181円31銭
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株主資本等変動計算書（2024年11月１日から2025年10月31日まで） 単位：千円（未満切捨）
株 主 資 本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
固定資産
圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 3,379,736 3,042,770 19,183 3,061,953 523,872 40,916 11,710,000 10,977,814

当期変動額

剰余金の配当 △926,787

固定資産圧縮
積立金の取崩 △530 530

当期純利益 1,990,681

自己株式の取得

自己株式の処分 2,671 2,671
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

当期変動額合計 − − 2,671 2,671 − △530 − 1,064,424

当期末残高 3,379,736 3,042,770 21,855 3,064,625 523,872 40,385 11,710,000 12,042,238

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計利益剰余金

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計利益剰余金
合計

当期首残高 23,252,602 △873,762 28,820,530 2,037,242 218,754 2,255,997 31,076,527

当期変動額

剰余金の配当 △926,787 △926,787 △926,787
固定資産圧縮
積立金の取崩 − −

当期純利益 1,990,681 1,990,681 1,990,681

自己株式の取得 △1,123,015 △1,123,015 △1,123,015

自己株式の処分 20,722 23,394 23,394
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)

△31,035 61,226 30,191 30,191

当期変動額合計 1,063,893 △1,102,292 △35,726 △31,035 61,226 30,191 △5,535

当期末残高 24,316,496 △1,976,054 28,784,804 2,006,207 279,981 2,286,188 31,070,992
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個別注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
（1）資産の評価基準および評価方法
① 有価証券

子会社株式および関連会社株式……………移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの………時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等……………………主として移動平均法による原価法
② デリバティブ…………………………………時価法
③ 棚卸資産
通常の販売目的で保有する棚卸資産
主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）
（2）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備および構築物は定額法）を採用しておりま
す。

主な耐用年数 建物 ５〜50年
機械及び装置 ２〜10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）………定額法
自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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（3）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に
回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給
見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
付債務および年金資産残高の見込額に基づき計上しておりま
す。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として５年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。

（4）重要な収益および費用の計上基準
当社の事業は、原料乳製品・油脂類、製菓原材料類、乾果実・ナッツ類、缶詰類、菓子・

リテール商品類などの販売を行っております。
国内顧客への商品販売については、顧客との販売契約に基づき検収時点において充足され

る履行義務と判断し、当該時点で収益を認識しております。ただし、出荷時から当該商品の
支配が顧客に移転されるまでの期間が通常の期間であるため出荷した時点で収益を認識して
おります。
海外顧客への商品販売については、船積み時点において充足される履行義務と判断し、当

該時点で収益を認識しております。
顧客との約束が財またはサービスの提供を他の当事者によって提供されるように手配する

履行義務であると判断される取引については、当社の役割が代理人に該当するため、純額で
収益を認識しております。
有償受給取引については、加工代相当額のみを純額で収益を認識しております。
また、収益は顧客との契約において約束された対価から、リベート等を控除した金額で認

識しております。
なお、取引の対価は、収益を認識後１年以内に受領しており、重要な金融要素は含まれて

おりません。
（5）外貨建資産および負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。
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（6）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債
務等については、振当処理を行っており、金利スワップについて特例処理の条件を充たし
ている場合には特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約取引 …………… 外貨建債権債務および外貨建予定取引
金利スワップ …………… 借入金の利息

③ ヘッジ方針
ヘッジ対象の範囲内で、為替相場の変動によるリスクを回避する目的で、ヘッジ手段を

利用する方針であります。
④ ヘッジの有効性評価の方法

毎月末において、ヘッジ手段の残高とヘッジ対象である現在所有もしくは将来取得が確
実に予定されている取引の外貨建債権債務の残高の対応関係について、経理部において把
握し、管理しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しており

ます。
（7）その他計算書類作成のための重要な事項

グループ通算制度の適用
グループ通算制度を適用しております。

（会計方針の変更）
（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月
28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用しておりま
す。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書
きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による計算書類へ
の影響はありません。

（「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の適
用）

「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」（実
務対応報告第46号2024年３月22日）を当事業年度の期首から適用しております。なお、こ
れによる計算書類への影響はありません。

2025年12月23日 16時38分 $FOLDER; 25ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



25

（重要な会計上の見積りに関する注記）
（棚卸資産の評価）
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

（単位：千円）
当事業年度

商品 14,188,781
輸入未着品 3,736,216

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
『連結注記表「重要な会計上の見積りに関する注記 棚卸資産の評価」』に記載した内容

と同一であります。

（貸借対照表に関する注記）
1. 有形固定資産の減価償却累計額 8,154,990千円
2. 偶発債務

銀行借入金に対する保証債務
上海秀愛国際貿易有限公司 790,766千円

（36,491千元)
延吉秀愛食品有限公司 332,786千円

(15,357千元)
3. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 480,316千円 長期金銭債務 1,500千円
短期金銭債務 3,025,243千円

なお、区分掲記したものについては除いております。
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（損益計算書に関する注記）
（1）関係会社との取引高

売 上 高 10,678,201千円
仕 入 高 26,650,197千円
営業取引以外の取引高 717,883千円

（2）減損損失
当事業年度において下記の資産について減損損失を計上しております。

場 所 主な用途 種 類 減 損 損 失

東京都台東区 新基幹システム導入 ソフトウェア仮勘定 144,830千円

① 経緯
当社の現在使用している社内基幹システムに変わる新基幹システムの開発を進めており

ました。
しかし、無形固定資産に計上しておりますソフトウェア仮勘定について将来の開発計画

を見直した結果、遊休資産となった部分について減損損失を計上しております。

② グルーピングの方法
当社グループは商品別の事業部門かつ工場別を基本に区分し、賃貸用不動産について

は、個々の物件を単位としております。なお、将来の使用が認められない遊休資産につい
ては、個別の資産単位でグルーピングしております。
また、本社設備、ソフトウェアおよびソフトウェア仮勘定等については、共用資産とし

ております。

③ 回収可能価額の算定方法
当該資産の回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに

基づく回収可能額は零と算定しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度の末日における自己株式の数

普 通 株 式 526,629株
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（退職給付に関する注記）
1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を設けております。
2. 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 1,831,569千円
勤務費用 147,263千円
利息費用 21,796千円
数理計算上の差異の発生額 △25,034千円
退職給付の支払額 △145,161千円

退職給付債務の期末残高 1,830,432千円
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 1,718,142千円
期待運用収益 21,480千円
数理計算上の差異の発生額 △44,591千円
事業主からの拠出額 172,739千円
退職給付の支払額 △145,161千円

年金資産の期末残高 1,722,609千円
（注）出向者に係る子会社負担額15,212千円を控除した金額であります。

（3）退職給付債務および年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整
表
積立型制度の退職給付債務 1,830,432千円
年金資産 △1,722,609千円

107,823千円
未認識数理計算上の差異 62,686千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 170,509千円

退職給付引当金 170,509千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 170,509千円

（4）年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
生命保険一般勘定 99％
その他 1％
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② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在および予想される年金資産の分

配と、年金資産を構成する多様な資産からの現在および将来期待される長期の収益率を
考慮しております。

（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 1.19％
長期期待運用収益率 1.25％
予想昇給率 2.36％

（税効果会計に関する注記）
1. 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

関係会社株式・出資金評価損 215,855千円
システム開発費用 190,819千円
賞与引当金 118,116千円
未払金 98,226千円
退職給付引当金 53,710千円
減損損失 45,621千円
株式報酬費用 36,852千円
未払事業税 31,640千円
未払賞与分社会保険料 19,512千円
その他 56,040千円

繰延税金資産小計 866,394千円
評価性引当額 △264,034千円
繰延税金資産合計 602,360千円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △892,335千円
繰延ヘッジ損益 △123,449千円
固定資産圧縮積立金 △18,571千円

繰延税金負債合計 △1,034,356千円
繰延税金負債の純額 △431,996千円

繰延税金負債の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。
固定負債 繰延税金負債 431,996千円
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2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率 30.6％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △7.6％
住民税均等割 0.5％
税率差額 △0.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.1％

3. 法人税および地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理

及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月12日）に従って、法人税お
よび地方法人税の会計処理またはこれらに関する税効果会計の会計処理ならびに開示を行っ
ております。

4. 法人税の税率変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会

で成立し、2026年4月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われる
こととなりました。
これに伴い、2026年11月１日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等

に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を30.6％から31.5％に変
更し計算しております。
なお、この実効税率の変更に伴う影響は軽微であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
子会社および関連会社等

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有
(被所有)
割合 (％)

関連当事者
との関係 取引の

内容
取引金額
（千円） 科目 期末残高

（千円）役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社 筑波乳業㈱ 所有
直接83.6

兼任
1名

製 品 の 仕 入
および商品の販売

商品の仕入
（注） 5,587,380 買掛金 986,766

子会社 ㈱ロビニア 所有
直接100.0

兼任
１名

製品の仕入
資金の賃借

資金の返済
支払利息
（注）

82,456
13,528

短 期
借入金 1,332,260

子会社 延吉秀愛食品
有限公司

所有
直接100.0

兼任
―名

製品の仕入
資金の賃借

受取利息
（注） 10,493 短 期

貸付金 700,000

子会社 ShoEi Foods
(U.S.A.),Inc.

所有
直接100.0

兼任
２名

製 品 の 仕 入
および商品の販売

商品の仕入
（注） 14,647,086 買掛金 299,700

子会社 上海秀愛国際
貿易有限公司

所有
直接100.0 兼任

―名
商 品 の 販 売
お よ び 仕 入

保証債務
（注）

790,766
(36,491千元) ― ―

（注）取引条件および取引条件の決定方針等
① 一般的な市場価格を勘案し、取引価格を決定しております。
② 子会社に対する貸付および借入につきましては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しておりま

す。なお、担保は受け入れておりません。
③ 上海秀愛国際貿易有限公司の銀行借入（22,305千元期限2025年12月、14,185千元期限2026年6

月）につき、債務保証を行ったものであります。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表（収益認識に
関する注記）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 1,874円75銭
2. １株当たり当期純利益 118円89銭
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